
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨
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店舗 中高層の店舗、事務所ビ
ルが建ち並ぶ商業地域

練馬300 m

特記すべき事項はない １６．５ｍ都道 練馬駅　南西方300 m

新型コロナウイルス感染症による行動制限が緩和され、区内商業地は
顧客が戻っており、賃貸を含め不動産市況は底堅く推移している。

価格形成要因に特に変動はないが、駅周辺店舗の賃料は底堅く推移し
ており、コロナ禍により閉店していた店舗も再開し始めている。

個別的要因に変動はない。

区内における中心的商業地域であり、店舗、事務所等の集積度が高い地域として成熟している。コロナ禍による
行動制限も緩和され、商況が改善しているため、今後も地価は堅調に推移すると予測する。
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更地としての鑑定評価
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(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

自社ビルや賃貸ビルが多く見られる地域であり、基準容積率も６００％あることから、高度利用が可能である。よって
、不動産の取引にあたっては周辺価格水準のほか、空室率、賃料水準の将来動向等の予測を考慮した収益性が重視され
ると判断する。求められた試算価格は開差を生じたが、市場の特性を踏まえれば、比準価格及び収益価格のいずれも信
頼性が高いと考える。よって、本件では両価格を関連づけることにより、鑑定評価額を上記の通り決定した。

同一需給圏は区内及び隣接区に存する駅接近性が優れる商業地域。需要者は、自社ビル建設を計画する企業や収益用の
賃貸ビルを購入する投資家が想定される。商業地の取引は少ないが、成約事例には高額なものが見られるため、立地条
件に優れる不動産に対する潜在的な需要は旺盛と考えられる。商業地のため価格水準の把握は困難であるが、総額では
５億円程度までが目安であり、規模が大きな物件に関しては、その稀少性から高額でも取引される可能性がある。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

練馬(都) －5 6

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 4

令和 4 7 1

令和 4 7 6

練馬(都)　5 － 6 東京都 区部第１０ 不動産鑑定士 平井　正治

株式会社　平井不動産鑑定

令和 4 6 24

令和 4 7 4

練馬区豊玉北六丁目１番１３
「豊玉北６－１－８」

176

1：1.2 ＳＲＣ 8F 1B

北16.5 m
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商業
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(100,600)

40 60 20 40 中高層店舗兼事務所地

12 15 180 長方形
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(100,600)
防火
駐車付置義務

中高層店舗兼事務所地 ない
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／

／
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0.0

0.0
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1,420,000

練馬 5 1

1,450,000
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